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福 議 特 委 号

平成２５年６月１０日

福島町議会議長 溝 部 幸 基 様

福島町総合計画の策定と運用に関する調査特別委員会

委員長 平 野 隆 雄

特別委員会調査報告書の提出について

平成２５年３月１５日、平成２４年度定例会３月会議において、休会中に調

査をすべき事件として、本特別委員会に付託された事件の調査を終えたので、

会議条例第１４０条の規定により、別紙のとおり調査報告書を提出いたします。
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調 査 報 告 書

調 査 事 件 福島町総合計画の策定と運用に関する調査特別委員会

調 査 結 果 別紙のとおり

調 査 期 間 平成 25 年 6 月 7日（1 日間）

出 席 委 員

平成 25 年 6 月 7日（金）

委 員 長 平野 隆雄 副 委 員 長 熊野 茂夫
委 員 平沼 昌平 委 員 加藤 雅行

〃 佐藤 孝男 〃 滝川 明子
〃 花田 勇 〃 木 村 隆
〃 川村 明雄

欠 席 委 員 な し

職務のため
出席した議員

議 長 溝部 幸基

出席説明員 町 長 佐藤 卓也 副 町 長 竹下 泰弘
教 育 長 盛川 哲 総 務 課 長 中島 和俊
総務課長補佐 住吉 英之 総 務 課 係 長 村田 洋臣
会 計 管 理 者 谷藤 悟 財 務 課 長 本庄屋 誠
農 林 課 長 金谷栄一郎 水産商工課長 近藤 勝弘
建 設 課 長 横内 俊悦 住民生活課長 澤田 勝男
保健福祉課長 工藤 泰 学校教育課長 飯田 富雄
生涯学習課長 阿部 憲一 吉 岡 支 所 長 佐藤 幸也
福島保育所園長 金澤 峰子

議会事務局職員 事 務 局 長 石堂 一志 次 長 前田 勝広
主 事 沢田 元気 書 記 平野 文子
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委 員 会 意 見

調査事件 福島町総合計画の策定と運用に関する調査について

町は第５次総合計画に向けた基本的な考え方、計画の構成、策定のスケジュ

ール、外部的視点や専門的知識を活用するための業務委託の内容と、まちづく

り基本条例に基づく総合計画の策定手順などを規定した「福島町総合計画の策

定と運用に関する条例（案）」を示した。このため、地方自治体を取り巻く厳し

い背景の中、財政規律を尊重し、総合計画を基軸とする地域経営の在り方を重

視する観点に立ち、特別委員会を設置し、調査したところであり次のとおり報

告する。

１．開催状況及び調査内容

（１）第１回目 平成 25 年 3 月 15 日（金）開催

正・副委員長の互選。

（２）第２回目 平成 25 年 6 月 7 日（金）開催

第 5次総合計画策定に向けた基本的な考え方、計画の構成、策定スケジ

ュール、業務委託の内容及び条例案等の説明を受け、質疑及び意見交換を

行った。

２．調査の論点と意見

（１）総合計画策定の業務委託について

福島町の総合計画は、昭和 51 年から始まり現在の第 4 次総合計画まで 37

年の歴史があり、これまでの計画策定のあり方を検証した上で、第 5次総合

計画の策定を進めることが大事と考える。特に、町民参画による計画策定・

協働のまちづくりは難しく、この部分を見直し（改善）取り組むことが必要

と考える。このような視点に立ち、専門業者への策定業務委託に当たっては、

町民がより参画しやすい手法の工夫、できるだけ見やすく分かりやすい資料

と情報を提供することを念頭に進めるべきものと考える。また、業者選考に

当たっては、それぞれ実績がある市町村への聞き取り等も行いながら、慎重

に判断して進めていただきたい。
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（２）総合計画の策定と運用に関する条例（案）について

町民・議会・行政が一体となり、「協働によるまちづくり」を進めるために

は、「情報の共有」と「町民の参画」が不可欠であり、進行管理による総合計

画の「検証の視点」も重要であるが、条例（案）では特に規定はしていない。

これらの部分は、まちづくり基本条例に規定があり、これにより運用してい

く旨の説明であるが、総合計画の策定から進行管理に至る重要な条例である

ことから、これらの 3項目を条例に規定することを検討していただきたい。

３．調査意見

町では、少子高齢化と人口減少が進む中で、産業振興による雇用の場の

確保、定住・少子化対策や高齢者が安心して生活できるまちづくりを重点に

各種施策を講じている現状にある。本年 3月に公表された「日本の地域別将

来推計人口」によると、27 年後の平成 52 年度の当町の人口は 1,997 人と推

計されている。このように厳しい人口推計の下、第 5次総合計画は 2年後の

平成 27 年度からスタートするものであるが、第 4 次総合計画までの策定過

程と執行状況を検証し、総合計画の策定手続き等を定めた条例を整備すると

ともに、計画策定に当たっては、これまでの町民参画の状況を充分検証した

上で、町民の参画・協働意識を喚起し、行政の横断的な連携で現状と課題を

整理し、専門業者の戦略的知識を有効に活用することも重要である。

第 5次総合計画を「地域経営の基軸」と明確に位置付け、これまで以上に

実行性を求め効率的で効果のある精度の高い計画づくりを期待するものであ

る。


